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第１条 仕様書の適用 

この特記仕様書は、相模原市が委託する「公共下水道汚水ます設置工事施工監理

業務委託（7－その 2）（以下「本業務」という。）」に適用するものとする。用

語の定義は「公共下水道汚水ます設置工事施工監理業務委託仕様書」を準用する。 

 

第２条 単価見積条件の明示 

   本業務の単価見積条件の明示項目は次のとおりとする。 

（１） 入札価格 

    入札価格は、「汚水ます設置工事施工監理業務」の経費を含んだ 1 基あたりの

単価（※消費税を除く）とする。 

（２） 契約の方法  

    この契約は、単価契約とする。また、契約にあたっては、概算設計金額(消費

税含む)に落札率を乗じて得た金額（以下「発注上限額」という。発注上限額は

万円止めとする。）の１０分の１以上の契約保証金を納付し、契約単価表を付し

て契約を行うものとする。 

なお、発注上限額は指示の限度額であり、確定金額ではない。そのため、本市

の都合により、指示書に基づく契約金額の合計額が、発注上限額に満たない場合

が生じても、異議の申出又は損害賠償の請求をすることはできないものとする。 

 

第３条 業務条件の明示 

   明示した条件が、現場状況及び関係機関等の協議により当初条件と異なる場合

は、監督員へ報告・協議するものとする。また、明示された条件に変更が生じた

場合は、契約書の関連する条項に基づいて協議し、適切に対応するものとする。  

（１） 指 示 

       １）汚水ます完成前検査（以下「下検査」という。）の場所は、「下検査指

示書」により通知し、その指示期限内に行うこと。ただし、ます工事の進

捗により、指示期限内に下検査が実施できない箇所は除く。 

     ２）下検査の指示は、発注上限額を上限とし、その範囲内で行う。 

     ３）特別の指示がない限り業務は「下検査チェックシート」の内容とする。 

     ４）下検査の箇所は、相模原市南区公共下水道区域内とする。 

  （２）下検査の日程調整 

  ます受注者と調整し原則として、ます工事の指示部分履行期限の 7日前まで

に完了するよう調整する。 

  （３）書類審査   

ます受注者の竣工書類（別に定める「汚水ます設置状況表」、「汚水ます出

来形調書」、「工事写真」）を審査して、現場状況や出来形数値等について確
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認し、後日実施する下検査に備えること。 

（４）下検査 

     別に定める「下検査チェックシート」に基づき現場技術者が実施すること。 

下検査時にます受注者に対して指摘事項がある場合は、内容、是正方法、是

正期間、確認方法等を指示すること。また、指摘がない場合は、速やかに監督

員に検査結果として「下検査チェックシート」を提出すること。 

なお、下検査に必要な用具は原則ます工事受注者が用意するものとするが、

検査ハンマーについては受注者が用意すること。 

（５）報告 

   下検査が完了したときは「業務実施報告書」に状況写真を添付して、指示

毎に取りまとめて提出すること。 

（６）支払関係 

     本業務費の支払いは指示部分完成払いとする。 

 

第４条 その他 

（１）疑義 

本特記仕様書に定める事項について、疑義が生じた場合または、定めのない

事項については、発注者、受注者の協議によりこれを定める。 

 

                                   以 上 

 

 


